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令和８年３月１７日 

報 道 各 位 
一般社団法人マンション管理業協会 

理事長 世古 洋介 
 

「中期事業計画２０２６－２０２８」の策定について 

一般社団法人マンション管理業協会（所在地：東京都港区、理事長：世古洋介）は、

令和８年３月１２日開催の理事会において令和８年度を初年度する「中期事業計画２

０２６－２０２８」策定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

第１ 策定の背景 

 
１.当業界を取り巻く事業環境 

 

建物の高経年化と居住者の高齢化との「二つの老い」は年々進行しています。 

我が国のマンションストック数は、約 713 万戸に達し、このうち、築 40 年以上

のマンションストックは 2024 年末時点で 148 万戸、20 年後には 482 万戸へ増加す

ると言われています。また、築 40 年以上のマンションでは、世帯主が 70 歳以上の

住戸の割合が 5 割を超えています。 

このような中、昨年、マンションのライフサイクル全体を見通して、管理・再生

の円滑化等を図ることを目的として、マンション改正法が成立しました。弊会とし

ても、会員会社を通じてその周知等の働きかけを行っていく所存です。 

一方で、管理員を始めとする様々な職種における人手不足と賃金上昇などにより、

管理に要するコストの上昇は、今後も継続することが見込まれ、こうした課題への

取組も大変重要なものと考えています。 

 

 

２. 当協会が果たすべき役割 

 

当協会は、こうした環境認識の下、本業界発展に向け、以下の役割を果たしてま

いります。 

第一に、会員会社が、培ってきた管理の経験や知見を活かし、マンションの長寿

命化に向けて、管理組合に対して適切なサポートを行えるよう貢献してまいります。 

第二に、国その他の行政機関の政策立案や会員各社の事業活動に資するべく、現

場の課題を的確に伝えられるよう、データ整備と情報発信力を高めていきます。 
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第三に、そうした取組を通し、業界の社会的評価の確立を図り、当業界で働く人々

が働き甲斐をもって働ける環境づくりを目指します。 

これらを踏まえ、当協会では今般、管理組合と居住者に常に寄り添う立場である

管理会社として、様々な社会環境の変化に対応できるマンション管理業へ発展して

いくことを期することとし、ここに令和８年度以降３カ年の「中期事業計画２０２

６－２０２８」を策定いたしました。 

 

第２ 計画の概要 

協会では、2026 年から 2028 年にかけて、次のような課題に取り組んでまいりま

す。 

 

１. マンション管理適正評価制度の更なる伸長と定着 

 

2022 年にスタートした「マンション管理適正評価制度」が、昨年末に登録数１万

件に到達しました。登録を進めていただいた管理組合の皆様を始め本制度発展に尽

力いただいた多くの関係者の皆様に改めて感謝いたします。 

昨年には「SUUMO」との連携がスタートしました。これにより不動産情報サイト

との連携は 13 社へと拡大いたしました。市場における本制度の定着がますます進

むものと期待しています。 

さらに、「マンションすまい・る債」における利率上乗せ措置が、本年４月募集

分からスタートすることとなりました。本制度登録による管理組合にとっての経済

的メリットが明確になることで、制度普及の後押しとなることが期待されます。 

こうした各種施策を背景に、引き続き本制度が創出する 3 つの価値、すなわち、

①安心・安全で快適な暮らしを支える「居住価値」、②管理の良否が市場で正当に

評価される「市場価値」、③組合と管理会社が共通指標を持つことで信頼性や専門

性評価が高まる「管理会社の価値」を、管理組合を始め多くの皆様に御理解いただ

くよう努め、本制度の更なる伸長と定着に努めてまいります。 

また、弊会は国の管理計画認定制度と本制度とは、言わば「車の両輪」であると

考え、両制度の「ワンストップ申請」を引き続き推進し、両制度がともに発展して

いけるよう努力してまいります。 

 

 

２. 管理に関するデータの収集・蓄積と情報発信 

 

昨年末にマンション管理適正評価制度に係る登録件数が 1万件を突破しました。 

これは、全国のマンション管理組合数の約 1割に相当します。ここで登録され

た情報に各種調査情報を加え、整理・発信することにより、行政施策の検討、そ

して会員各社の事業活動に資する情報シンクタンクとしての役割を強化してま

いります。 
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３. 生き生きと働ける魅力ある管理業界へ 

 

以上のような取組を通じ、マンション管理業に携わる方々が、「管理のプロフェ

ッショナル」として、その専門性や蓄積されたノウハウをもって、お客様の期待

に応え、役割を果たしていけるよう、サポートしてまいります。 

また、そうした当業界の社会的価値を、社会に向けて情報発信し、理解を深め

ていただくことにも努め、魅力あるマンション管理業界づくりを進めてまいりま

す。 

 

以上 

  一般社団法人マンション管理業協会 

所在地：東京都港区虎ノ門１－１３－３虎ノ門東洋共同ビル２階 

理事長：世古 洋介  

設立：昭和５４年１０月 

会員数：３３７社 

賛助会員：３３社（令和８年３月末日現在） 

本件お問い合わせ先：一般社団法人マンション管理業協会  

電話番号０３－３５００－２７２１（担当：山田（宏）、佐藤 篤） 


